


　「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」等関係法令を遵守します。
　　・公益財団法人における財務三基準の遵守　　・不特定多数の者の利益増進に寄与すること
　　・定款に定める公益目的事業の推進　　　　　・公益性の増進と透明性の推進
　
　
　
　（１）本財団の使命は、地域の振興発展と地域づくりにあり、定款に定める公益目的事業を基軸に推進します。
　（２）リニア中央新幹線事業及び西部テクノパーク事業の土地買収については、基本財産の処分手続きとなる
　　　　ことから、中津川市・税務署等の関係部署と事前に協議を進め、理事会・評議員会と情報を共有し、適
　　　　正に処分いたします。
　（３）「源根のもり」第二展望台周辺を活用し、森林の持つ多様性が体感できる場所としての価値を更に高め
　　　　ます。里山の維持保全に関する事業にかかる特定費用積立金を財源とする整備計画を策定いたします。
　（４）リニアのまちづくり開発協定（平成26年12月２日締結）に基づき中津川市と連携・協力し、良好な地域
　　　　環境の確保及び地域の秩序ある発展のため「働く場所」「住む場所」の創出によるまちづくりを推進い
　　　　たします。「住む場所」について、定住化（低廉な住宅地の提供及び住環境整備）事業にかかる特定費
　　　　用積立金を財源とする整備をいたします。
　（５）高齢者の健康増進、生きがい対策としてマレットゴルフ事業については、特定費用積立金を財源とする
　　　　環境整等の計画と活用事業を実施いたします。健康づくり「源根のもりウオーキング大会」の充実を図
　　　　ります。
　（注１） 計画した各事業・行事は、コロナ禍の拡大・縮小状況をにらみ、臨機応変に実施してまいります。
　（注２） 具体的な事業計画につきましては、本財団ホームページに掲載をしておりますのでご覧ください。

　昨年の４月には、新型コロナウィルス感染拡大緊急事態宣言が発令され、未だ終息に至っておりません。
本財団でも多くの事業・行事の中止を余儀なくされました。
　また、地球温暖化に伴う極端な集中豪雨により、大規模で甚大な被害をもたらす土砂災害が各地で頻発し
ています。幸いこの地域では大きな豪雨災害に見舞われてはおりませんが、財団所有地で小規模な土砂崩れ
による被害が発生しております。
　明治37年に、この地を襲った豪雨災害は坂本村に甚大な被害をもたらしました。昭和8年に設立された本
財団の設立目的の一つに、この大災害を踏まえた「里山の自然環境の保護及び整備保全」があります。森林
のもつ多様性を維持し安全・安心な地域をつくるものです。
　未曾有の豪雨災害から117年が経過し、当時の災害と被害の記憶は風化しつつあります。坂本小学校４年
生を対象とした「源根のもり社会科学習事業」を今年度も継続して行い、豪雨災害と水の確保に苦労した先
人の歴史を次の世代に伝え、森林を育て守ることの重要さを学ぶ自然学習事業を、公益目的事業の重要案件
として継続して実施します。
　本財団が管理する根の上高原北側斜面の森林（通称：源根のもり）は、急峻で脆弱な地質の上にあります。
大規模な土砂災害を繰り返さないよう、住民の生命財産をまもるために、防災・減災に資する森林の造成を
行うともに、計画的・継続的な治山事業の実施が必要であり、滝ヶ洞堰堤群の増設等の継続実施要望を県に
行ってまいります。
　引き続き収益事業を財源として健全な経営を行い、定款に定めたとおり公益目的事業を実施し、地域の振
興、発展と公共の福祉の増進に務めてまいります。
　本年中にはコロナ禍も終息して、平穏で豊かな年度になることを祈念して、事業計画を策定しました。

理事長　勝　　佳 朗　
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【基本姿勢】 「公益財団法人としての基本の堅持」
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【基本姿勢】 「地域の生活環境及び住民ニーズに対応した財団運営」
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